
 

京 都 大 学 農 学 部 規 程 等 新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 後 

京都大学農学部規程 

（昭和２８年達示第２３号）

 

（前 略） 

第１２条 通則第２０条第２項の規定により外国

の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修し

ようとする者がある場合において教育上有益と

認めるときは、教授会の議を経て、許可すること

がある。 

 （後 略） 

 

京都大学大学院農学研究科規程 

（昭和２８年達示第１３号）

 

（前 略） 

第３条 入学者の決定は、研究科会議で行う。 

 

 

 

 

 

 （中 略） 

第９条 通則第４５条第１項又は第２項の規定に

より他の大学の大学院の科目を履修し、又は休学

することなく外国の大学の大学院に留学し、その

科目を履修しようとする者には、研究科会議の議

を経て、許可することがある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学

の大学院が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修しようとする者には、研究科会

議の議を経て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の

大学院若しくは研究所等において研究指導を受

け、又は休学することなく外国の大学の大学院若

しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようと

する者には、研究科会議の議を経て、許可するこ

とがある。 

４ 前３項の規定による許可の願い出については、

前条の規定を準用する。 

 （後 略） 

 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科規程 

（平成１０年達示第１１号）

 

（前 略） 

第８条 通則第４５条第１項又は第２項の規定に

より他の大学の大学院の科目を履修し、又は休学

 

 

 

 

第１２条 通則第２０条第２項又は第４項の規定

により外国の大学又は短期大学に留学し、その科

目を履修しようとする者がある場合において教

育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許

可することがある。 

 

 

 

 

 

 

第３条 （同 左） 

第２の２ 長期履修 

第３条の２ 通則第３６条第７項の規定により標

準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的

に教育課程を履修することを志望する者には、研

究科会議の議を経て、許可することがある。 

 

第９条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の

規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又

は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修

しようとする者には、研究科会議の議を経て、許

可することがある。 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の

規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又

（同 左）



 

改 正 前 改 正 後 

することなく外国の大学の大学院に留学し、その

科目を履修しようとする者には、研究科会議の議

を経て、許可することがある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学

の大学院が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修しようとする者には、研究科会

議の議を経て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の

大学院若しくは研究所等において研究指導を受

け、又は休学することなく外国の大学の大学院若

しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようと

する者には、研究科会議の議を経て、許可するこ

とがある。 

４ 前３項の規定による許可の願い出については、

前条の規定を準用する。 

 （後 略） 

 

京都大学大学院情報学研究科規程 

（平成１０年達示第１３号）

 

（前 略） 

第７条 通則第４４条第１項の規定により他の研

究科の科目を履修し、又は他の研究科において研

究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を

得て、所定の期日までに情報学研究科長に願い出

なければならない。 

第８条 通則第４５条第１項又は第２項の規定に

より他の大学の大学院の科目を履修し、又は休学

することなく外国の大学の大学院に留学し、その

科目を履修しようとする者には、研究科会議の議

を経て、許可することがある。 

２ 通則第４５条第３項の規定により外国の大学

の大学院が行う通信教育における授業科目を我

が国において履修しようとする者には、研究科会

議の議を経て、許可することがある。 

３ 通則第４６条第１項の規定により他の大学の

大学院若しくは研究所等において研究指導を受

け、又は休学することなく外国の大学の大学院若

しくは研究所等に留学し、研究指導を受けること

を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可

することがある。 

４ 前３項の規定による許可の願い出については、

前条の規定を準用する。 

 （後 略） 

 

 

は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修

しようとする者には、研究科会議の議を経て、許

可することがある。 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 通則第４４条第１項の規定により他の研

究科等の科目を履修し、又は他の研究科において

研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認

を得て、所定の期日までに情報学研究科長に願い

出なければならない。 

第８条 通則第４５条第１項、第２項又は第４項の

規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又

は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修

しようとする者には、研究科会議の議を経て、許

可することがある。 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

  

（同 左）

（同 左）


